
 

「商工会 UC 法人カード」のサービス提供終了に係る各種スケジュールについてのご案内 

 

 

１．商工会 UC 法人カードの各種サービス終了日について 

クレディセゾン社（以下クレディセゾン）と「商工会 UC法人カード」の各種サービス提供終了に関

するスケジュールが提示されましたので、以下にご案内いたします。 

また、カードに記載されている有効期限に関わらず、以下日付をもってクレジットカード及び ETC

カードのご利用ができなくなります。 

クレジットカードのサービス終了日 ： 『2025 年 10 月 31 日』 

ETC カードのサービス終了日     ： 『2025 年 11 月 30 日』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【全体スケジュール概要】 

2023 年 

11 月初旬 商工会UC法人カードサービス終了告知DM発送 

11 月下旬 
サービス終了年月刻印の更新カード発送開始 

※有効期限:クレジットカード 2023 年 12 月、ETC2024 年 1 月分から 

2025 年 

7 月 31 日 追加発行と再発行の受付終了 

8 月下旬 
更新カードの発送終了 

※有効期限:クレジットカード 2025 年 9 月、ETC2025 年 10 月分まで 

10 月 31 日 
クレジットカードのサービス終了 

永久不滅ポイントの交換受付終了 

11 月 30 日 ETC カードのサービス終了 

 

２．サービス終了告知 DM の発送について 

商工会UC法人カードを所有する会員事業者に対して、クレディセゾン・全国連の両名義にてサー

ビス終了をご案内する DM を発送いたします。（※DMについては別途、事務連絡にてご案内いた

しますが、8 月末時点での保有者についてはご担当者宛にメールにて送付いたします。） 
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３．更新カードの発送について 

更新カードは、クレジットカードの有効期限の前月下旬頃にクレディセゾンより、会員事業所へ直

接発送されており、2023 年 11 月有効期限までの更新分については、商工会 UC 法人カードのサ

ービス終了日より“後の年月”が刻印されたカードとなっております。 

なお、この場合についても、クレジットカードが利用できるのは『2025 年 10 月 31 日』まで、ETC

カードが利用できるのは『2025 年 11 月 30 日』までとなります。 

 また、商工会 UC法人カードの有効期限が 2023 年 12 月分（2023 年 11 月下旬に更新カード発

送）より、発送される更新カードの有効期限は、サービス終了の年月でのご案内となりますので、以

下の表をご参照ください。 

 

【更新後のクレジットカードに刻印される有効期限】 

 
 

４．カード追加発行と再発行受付終了後の紛失・盗難発覚時の対応について 

カードの紛失・盗難発覚時については、従来通り、クレディセゾンの専用ダイヤルにご連絡いた

だくこととなっておりますが、追加発行・再発行受付終了後（2025 年 8 月 1 日以降）についても、カ

ードの紛失盗難等が発覚した場合は、以下の専用ダイヤルへ紛失・盗難の旨を会員事業者にて直

接ご連絡するようご案内ください。（併せて警察への届出も必要です） 

また、これらの場合においても、2025 年 8 月 1 日以降、商工会UC法人カードの追加発行・再

発行等はできなくなりますので、会員事業者にて直接、クレディセゾンへ解約をお申し出いただくこ

ととなりますのでご留意ください。 

 

カードの紛失・盗難専用ダイヤル（年中無休・24 時間受付） 

東京 03-6688-7669 

大阪 06-7709-8500 

 

 

 

現在のクレジットカードの
有効期限（年月）

現在のETCカードの
有効期限（年月）

更新カードの発行
更新後クレジットカードの

有効期限（年月）
更新後のETCカードの

有効期限

2023年11月 2023年12月 発行される 2028年11月 2028年12月 ※

2023年12月 2024年1月 発行される 2025年10月 2025年11月

2024年1月 2024年2月 発行される 2025年10月 2025年11月

… … … … …

2025年8月 2025年9月 発行される 2025年10月 2025年11月

2025年9月 2025年10月 発行される 2025年10月 2025年11月

2025年10月 2025年11月 発行されない
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５．永久不滅ポイントの交換対応について 

永久不滅ポイントの交換は、クレジットカードのサービスが終了となる、「2025 年 10 月 31 日」まで

に会員事業者にて、お電話にてお手続きいただく必要がございます。（サービス終了後、ポイントは

利用することができなくなります） 

UC 音声応答センター：0120-668-620（自動音声ガイダンス 24 時間年中無休） 

ポイントカタログ：https://csuc.jp/nnfr7 

（毎月 15 日 23:30～16 日 3:00 はシステムメンテナンスのため交換受付が休止します） 

 

６．ETC カードについて 

ETC カードの有効期限は、クレジットカードの有効期限の１ヶ月後となっておりますが、2025 年

11 月 30 日以降、サービス終了に伴い、ETC レーンの発信制御バーが開きませんので、走行に

おいて大変危険な状況になりますので、有効期限には十分ご留意ください。 

また、これらの ETC カードにかかわる一切の事項についての責任はクレディセゾンならびに商

工会組織では負いかねますのでご了承ください。 

 

【その他留意事項】 

一部の道路会社では事故防止の観点から、ETCレーンの発信制御バーを開放する場合がありま

す。その際は、サービス終了後であってもクレディセゾン社より利用料金が請求されますのでご

注意ください。 

道路事業者が提供している各種サービス（ETCマイレージサービス等）についても、カード取扱

終了日後はご利用ができなくなります。登録の変更手続き等は、会員事業者ご本人様にて行っ

ていただく必要がございます。 

 

７．その他注意事項 

退会手続き後およびサービス終了後も、ご利用残高がある場合は、継続してクレディセゾンより請

求が発生し、お支払いいただく必要があります。 

サービス終了日が到来しましたら、会員事業所自身にてカードを裁断のうえ、処分をしていただき

ますようお願いいたします。 

 

商工会 UC 法人カードに関するお問い合わせ先 

株式会社クレディセゾン UC 法人カードデスク  

03-6893-8241（9:00～17:00 土日祝・年末年始休み） 

※商工会UC法人カードの解約の相談、紛失・再発行の依頼等を含む、商工会UC法人カードに

関するお問い合わせは上記電話番号へお問合せください。 

以上 

https://csuc.jp/nnfr7

